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　平成 16年度の個人の
市･県民税納税通知書
（普通徴収）を 6月中旬
頃に発送します。ただ
し、納税協力団体に加
入している人は、団体
を通じてお届けします。
平成 16 年度の市･県民
税の納付期限は下表のとおりです。納め忘れの
ないようご注意ください。

　なお、勤務先で毎月の給料から市･県民税を差
し引く方法（特別徴収）で納付している人には、
すでに勤務先へ通知しています ｡

【市・県民税】

納付は年４回

■問い合わせ先　市民税課（☎ 20̶3124）

納　　期 納　　　期　　　限
全期前納 平成 16年 6 月 30 日（水）1　　期
2　　期 平成 16年 8 月 31 日（火）
3　　期 平成 16年 11月 1 日（月）
4　　期 平成 17年 1 月 31 日（月）

と　き　前期  ６月22日～７月23日
　　　  

ところ　鳥取市武道館
参加料　 ▽小・中学生1000円　 ▽高校生1300円
　　　　 ▽一般1600円
保険料　 ▽小・中学生500円　
　　　　 ▽高校生・一般1500円
※武道教室は、年８回開催しています。
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鳥取市武道館 武道教室
～ 礼儀・武道の基本練習～

■問い合わせ先　鳥取市武道館（☎26-8038）

■問い合わせ先　鳥取市国際交流プラザ
　　　　（湖山町西一丁目・☎＆ＦＡＸ31̶3253）

世界の料理教室（アメリカ風料理）
■と　き　7月 1日（木）　
　　　　　午前 10時～午後 1時
■ところ　国際交流プラザ
■講　師　レベッカ・ハムナさん
■定　員　10人
■受講料　無料 (材料費は自己負担）

国際交流プラザからのお知らせ

種目 対　　　象 定員 曜日 時間

柔道 小・中学生 30 火・木 16時30分　
～18時 30分

剣道 小・中学生 30 水・金 17時～19時

弓道
中学・高校・一般
（初心者コース） 10 火・木 18時～20時

一　般
（中・上級者コース）10 火・木 19時～21時
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明るく元気のよいあいさつをしよう！
　鳥取市市民運動推進協議会では、
親切で心のふれあう運動の一環として
あいさつ運動を推進しています。
　小学校、保育所、幼稚園のみなさんに
このワッペンを配布し、あいさつ運動を
行います。
　みんなで気持ちの良いあいさつをしましょう！

■問い合わせ先　市民参画課（☎20̶3163）
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